令和8年度小中学生のための家庭学習支援事業 仕様書


１．業務目的
[bookmark: _Hlk217315339]　　　様似町内の小中学生を対象として、学校における学習内容に対応した教材及び学習サポート等のサービスを提供することにより、児童生徒の家庭学習を支援し学力の向上を図ることを目的とする。

２．業務内容
　　　利用者に対し、テキストの配付とオンラインによる映像教材等を配信することにより、オンデマンド学習を行うことのできる環境を提供する。
　　　あわせて講師による受講管理及び個別サポート等のサービスを提供する。

３．業務委託期間
　　　令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。

４．事業対象者等
　　・ 様似町立様似小学校５年生、６年生及び様似町立様似中学校１年生、２年生、３年生のうち、希望する者のみとする。
　　・ 対象教科は、国語・数学（算数）・英語の３教科とする。

５．教材の提供
　　・ 事業対象者の現学年の教科書の単元に対応したテキストが提供されること。
　　・ テキストの内容を解説するオンデマンド教材（授業動画等）が提供されること。
　　・ オンデマンド教材はパソコン等の端末から視聴できるものとし、時間や再生回数の制限なく利用できるものであること。

６．サービスの提供
　　・ 学習サポート等の実施にあたっては、事業対象者個別に担当講師を選任すること。
　　・ 事業対象者と担当講師がオンライン上でメッセージ授受及びリモート面談を行なえる機能を備えたシステムを提供すること。
　　・ 担当講師は、学習に関する質問対応やオンデマンド学習に係る受講管理等、事業対象者に対する個別サポートを行うこと。
　　・ 事業対象者からのメッセージ機能による質問等への対応は、翌営業日までに行うこと。
　　・ 受講管理等に係るリモート面談は、事業対象者１人当たり月１回以上行うこと。
　　・ 事業対象者の受講状況について、事業対象者の保護者及び様似町が確認できる機能を提供すること。


７．費用負担
　　・ 授業動画及びテキストの提供に係る費用は、様似町が負担する。
　　・ 学習サポート等のサービス提供に係る費用は、様似町が負担する。
　　・ インターネット環境及びパソコン等端末に係る費用は、事業対象者の保護者が負担する。

８．見積書作成条件
　　　次の条件に従い、それぞれの見積書を作成すること。
　（1）教材賃貸借料
　　・ 上記「５．教材の提供」に記載の物品に係る賃貸借料について見積すること。
　　・ テキストについては、事業対象者１人当たりの年額で記載すること。
　　・ オンデマンド教材については、事業対象者１人当たりの月額で記載すること。
　　・ 事業対象者の学年により単価が異なる場合は、単価別に分けて記載すること。
　（2）家庭学習支援業務委託料
　　・ 上記「６．サービスの提供」に記載の業務に係る委託料について見積すること。
　　・ 事業対象者１人当たりの月額単価を記載すること。
　　・ 事業対象者の学年により単価が異なる場合は、単価別に分けて記載すること

 2 / 2

